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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血液、尿などの検体の検査を行う検査装置の操作指示方法において、
　検査技師用の表示を行う第１の表示モードとナビゲーション機能による操作指示表示を
行う第２の表示モードとを切り替え可能とし、
　前記第２の表示モードにおいては、
　検査技師による操作の作業手順に合わせて操作指示を行う作業を分類し、分類された作
業のメニューを初期画面に表示し、前記作業手順に従って各作業の操作指示のための表示
画面を順に表示して操作の指示を行い、
　前記操作指示のための表示画面は略図を用いた１または複数の操作指示表示エリアを含
み、前記操作指示表示エリアは選択可能であって、いずれかの前記操作指示表示エリアが
選択操作されると、選択された操作指示の詳細情報を説明する補助情報を表示することを
特徴とする検査装置の操作指示方法。
【請求項２】
　請求項１記載の検査装置の操作指示方法において、
　前記略図を用いた操作指示表示エリアは、アイコンとして表示され、前記アイコンのい
ずれかが選択操作されると、選択されたアイコンの詳細情報を説明する補助情報を表示す
ることを特徴とする検査装置の操作指示方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載の検査装置の操作指示方法において、
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　前記補助情報の表示画面は、ユーザ毎にカスタマイズされた表示画面であることを特徴
とする検査装置の操作指示方法。
【請求項４】
　請求項１ないし３のうちいずれか１記載の検査装置の操作指示方法において、
　前記操作指示のための表示画面が表示されたとき、前記操作指示表示エリアに表示され
た操作指示の詳細情報を音声により通知することを特徴とする検査装置の操作指示方法。
【請求項５】
　請求項１ないし４のうちいずれか１記載の検査装置の操作指示方法において、
　前記詳細情報を説明する補助情報が表示されたとき、音声による詳細な操作指示が行わ
れることを特徴とする検査装置の操作指示方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のうちいずれか１記載の検査装置の操作指示方法において、
　前記音声による操作指示は、表示画面内に表示されている再音声のボタンの選択操作に
より、任意のときに行われることを特徴とする検査装置の操作指示方法。
【請求項７】
　血液、尿などの検体の検査を行う検査装置の操作指示方法において、
　検査技師用の表示を行う第１の表示モードとナビゲーション機能による操作指示表示を
行う第２の表示モードとを切り替え可能とし、
　前記第２の表示モードにおいては、
　検査技師による操作の作業手順に合わせて操作指示を行う作業を分類し、分類された作
業のメニューを初期画面に表示し、前記作業手順に従って各作業の操作指示のための表示
画面を順に表示して操作の指示を行い、
　前記操作指示のための表示画面は略図を用いた１または複数の操作指示表示エリアを含
み、前記操作指示表示エリアは選択可能であって、いずれかの前記操作指示表示エリアが
選択操作されると、選択された操作指示の詳細情報を説明する補助情報を表示し、
　操作指示のための表示画面が確認を行わせる表示画面である場合、表示画面内に表示さ
れる確認ボタンの選択操作により、次の操作指示のための表示画面が表示されて操作の指
示を続けることを特徴とする検査装置の操作指示方法。
【請求項８】
　請求項１ないし７のうちいずれか１記載の検査装置の操作指示方法において、
　前記第１の表示モードから前記第２の表示モードへの切り替えは検査技師用の表示であ
る第１の表示モードで表示されるアイコンの選択操作により行われ、前記第２の表示モー
ドから第１の表示モードへの切り替えは、第２の表示モードで表示されるアイコンを検査
技師が選択操作することにより行われることを特徴とする検査装置の操作指示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、検査装置の操作指示方法に係り、特に、臨床検査分野において患者から採取し
た血液・尿等の検体の検査を自動的に行う検査装置の操作指示方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、臨床検査分野においては、患者から採取した血液・尿等の検体を検査内容により
振分け、前処理、分析、収納等を行う機能を有する検査装置が使用されている。そして、
このような検査装置は、その全体の制御が、表示装置を持った中央制御装置からの専門の
検査技師による操作により行われている。
【０００３】
このため、夜間等の検査技師が不在の場合に、緊急に検査を行いたいというような要求が
ある場合、検査に不慣れな医師や看護婦等が検査装置を操作しなければならなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
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前述した従来技術による検査装置は、夜間等の検査技師が不在の場合に、検査に不慣れな
医師や看護婦等による操作に対する操作指示を行うことについての配慮がなされておらず
、不慣れな操作者では操作ができなかったり、誤った操作による誤った検査結果を出力し
てしまう等の問題点を有している。
【０００５】
本発明の目的は、前述した従来技術の問題点を解決し、専門の検査技師が不在で、検査に
不慣れな医師や看護婦等による検査装置の操作が行われる場合に、操作ミスなく検査装置
の操作を行うことができるように操作の指示を行うことを可能とした検査装置の操作指示
方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば前記目的は、血液、尿などの検体の検査を行う検査装置の操作指示方法
において、検査技師用の表示を行う第１の表示モードとナビゲーション機能による操作指
示表示を行う第２の表示モードとを切り替え可能とし、前記第２の表示モードにおいては
、検査技師による操作の作業手順に合わせて操作指示を行う作業を分類し、分類された作
業のメニューを初期画面に表示し、前記作業手順に従って各作業の操作指示のための表示
画面を順に表示して操作の指示を行い、前記操作指示のための表示画面は略図を用いた１
または複数の操作指示表示エリアを含み、前記操作指示表示エリアは選択可能であって、
いずれかの前記操作指示表示エリアが選択操作されると、選択された操作指示の詳細情報
を説明する補助情報を表示することにより達成される。
【０００７】
　また、前記目的は、血液、尿などの検体の検査を行う検査装置の操作指示方法において
、検査技師用の表示を行う第１の表示モードとナビゲーション機能による操作指示表示を
行う第２の表示モードとを切り替え可能とし、前記第２の表示モードにおいては、検査技
師による操作の作業手順に合わせて操作指示を行う作業を分類し、分類された作業のメニ
ューを初期画面に表示し、前記作業手順に従って各作業の操作指示のための表示画面を順
に表示して操作の指示を行い、前記操作指示のための表示画面は略図を用いた１または複
数の操作指示表示エリアを含み、前記操作指示表示エリアは選択可能であって、いずれか
の前記操作指示表示エリアが選択操作されると、選択された操作指示の詳細情報を説明す
る補助情報を表示し、操作指示のための表示画面が確認を行わせる表示画面である場合、
表示画面内に表示される確認ボタンの選択操作により、次の操作指示のための表示画面が
表示されて操作の指示を続けることにより達成される。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による検査装置の操作指示方法の一実施形態を図面により詳細に説明する。
【０００９】
図１は本発明が適用される検査装置の構成例を示す図であり、まず、図１を参照して、検
査装置の全体の構成と動作の概要を説明する。図１において、１はラック、２は振り分け
装置、２ａは振分け装置ラック投入部、２ｂ、２ｃは振分け装置内のラック、２ｄ、２ｅ
は振り分け後のラック、３はＩＤ読み取り手段、４は中央制御部、５、３２は搬送ライン
、６ａ～６ｃはラック回転機構、７は血液検査装置、８は前処理装置、９、１０は分析装
置内部の収納部、１１は搬送装置の収納部、１２は分析装置、４３ａ～４３ｄは通信ケー
ブルである。
【００１０】
図１に示す構成例のように、血液、尿などの検体を検査する検査装置は、血液検査装置７
、前処理装置８、分析装置１２等の検査分析装置を本発明による検体搬送装置を構成する
搬送ライン５、３１、３２と、ラック回転機構６ａ～６ｃとにより接続して構成されてい
る。また、検体を保持するラック１の行き先等を制御する中央制御部４が備えられ、中央
制御部４は、通信ケーブル４３ａ～４３ｄによりラックの行き先を制御するラックの振り
分け装置２、各ラック回転機構６ａ～６ｃに接続されており、検体情報を受け取ると共に
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、検体の行き先を制御している。
【００１１】
前述したシステムにおいて、採取された検体が収納された試験管等の容器を複数本保持す
るラック１は、まず、振り分け装置２の投入部２ａに架設される。ラック１の搬送ライン
５への投入が開始されると、ＩＤ読み取り手段３により検体に貼りつけられた検体識別コ
ードである検体バーコード、及び、ラックに貼りつけられたラック識別コードであるラッ
クバーコードの読み取りが行われ、そのラックのどの位置にどの検体が架設されているか
が中央制御部４に通信ケーブル４３ａを通して登録される。
【００１２】
振り分け装置２は、血液検査、生化学検査等行き先が異なる検体を振り分け装置２内にあ
る別のラック２ｂ、２ｃに乗せ替えた後、乗せ替え後のラックを搬送ライン５に送り出す
。その後、ラックは、ラック回転機構６ａ、６ｂ、６ｃで検体識別コードあるいはラック
識別コードが読み取られる。ラック回転機構６ａ～６ｃのそれぞれは、その情報を通信ケ
ーブル４３ｂ、４３ｃ、４３ｄを介して中央制御部４に伝達し、ラックの行き先の指示を
受けて回転方向を決定し、検査のための各装置へラックを搬送する。図１に示す例では、
ラック２ｄは、血液検査装置７に、ラック２ｅは、遠心処理、開栓等の前処理装置８に搬
送される。それぞれのラックは、最終的には検査装置７、分析装置１２内部の収納部９、
１０あるいは検体搬送装置の収納部１１に収納される。
【００１３】
前述したような検査装置の制御は、表示装置、マウス、キーボード等を備えるＰＣ等によ
る中央制御部４からの検査技師等の操作により行われる。次に、表示装置に表示する表示
画面により操作指示を行っていく本発明の実施形態について図面により詳細に説明する。
【００１４】
図２は専門の検査技師が検査装置を操作する場合の表示装置に表示される初期画面の例を
説明する図、図３は操作に不慣れな医師、看護婦等が検査装置を操作する場合の表示装置
に表示される初期画面の例を説明する図である。図２、図３において、２０１、３０１は
初期画面、２０２はタスクバー、２０３は迅速検査ナビゲーションアイコン、３０２は作
業選択メニュー、３０３は初期画面に戻るボタン、３０４はナビゲータ終了ボタン、３０
５はタイトル、３０６は開始ボタンである。
【００１５】
図２に示す初期画面２０１の例は、専門の検査技師が検査装置を操作する場合に表示装置
に表示される検査技師だけが操作可能な初期画面の例であり、図示例では、画面中央部に
何も表示されていないように示しているが、ここには、検査装置の名称、検査処理以外の
ＰＣとしての機能を使用する場合のアイコン等が表示されていてよい。また、画面の右側
には、検査装置を動作状態の監視、各種の動作、パラメータの設定、各種の検査等の処理
の選択を行う多数のアイコンが表示されたタスクバー２０２が表示されている。検査技師
は、検査装置を使用する場合に、タスクバー２０２内のアイコンの１つをマウス等により
選択して検査装置に必要な機能を実行させることかができる。なお、タスクバー２０２内
のアイコンの選択は、マウスのカーソルによるばかりではなく、表示装置の表示面にタッ
チパネルを設けておき、アイコンを指で触れることにより行うようにすることもできる。
【００１６】
タスクバー２０２内には、本発明のために設けられた迅速検査ナビゲーションアイコン２
０３が設けられている。検査装置を操作している専門の検査技師は、長時間に渡って自分
が操作を行うことができなくなるような場合、あるいは、帰宅してしまう場合、検査装置
の操作に不慣れな医師や看護婦が、緊急に行わなければならない検査を自分で行うことが
できるように、ナビゲーション機能による操作指示に従って検査を行うことが可能なよう
に迅速検査ナビゲーションアイコン２０３を選択する。これにより、表示装置の表示画面
は、図３に示すような操作に不慣れな医師、看護婦等が検査装置を操作する場合の表示装
置に表示される初期画面３０１となり、操作に不慣れな医師、看護婦等は、必ずこの初期
画面３０１から操作を開始し、操作の指示を受けながら検体の検査を行うことになる。
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【００１７】
この図３に示す初期画面３０１には、左側に作業選択メニュー３０２と、初期画面に戻る
ボタン３０３が表示されると共に、画面中央に、処理の開始ボタン３０６を持つタイトル
３０５が表示される。この例では、タイトル３０５として、「迅速検査ナビゲーション」
が表示されている。また、この初期画面３０１には、その右下に、ナビゲータの終了ボタ
ン３０４が表示される。
【００１８】
この初期画面３０１において、作業選択メニュー３０２に表示される内容は、検体の検査
を行うための順序を示す数字１～５とその内容とであり、図示例では、１検体確認、２依
頼確認、３検体投入、４結果確認、５作業完了であり、後述するように、操作者は、開始
ボタン３０６を選択することにより、前記各作業の操作方法を指示する表示画面を順に呼
び出し、その指示に従って操作をすることにより、検体の検査を行うことができる。また
、作業選択メニューの１つを選択することにより、任意の作業に対する操作の指示を受け
ることができる。初期画面に戻るボタン３０３は、図３に示す初期画面に戻るための操作
ボタンであり、図示例の場合、不活性とされている。また、ナビゲータの終了ボタン３０
４は、図２により説明した専門の検査技師が検査装置を操作する場合に表示装置に表示さ
れる初期画面２０１に戻るためのボタンであり、このボタン３０４は、専門の検査技師に
よる選択の操作が行われたときにのみ有効となるようにされている。すなわち、このナビ
ゲータの終了ボタン３０４は、このボタン３０４が操作されたとき、図には示していない
が、パスワード等の入力を促すウィンドウが表示され、専門の検査技師だけが知っている
パスワードが正しく入力された場合に有効となって、図２により説明した初期画面２０１
に戻るようにされている。このようにしておくことにより、操作に不慣れな医師、看護婦
等が誤って、専門の検査技師でないと操作の難しい図２に示す初期画面に戻してしまうよ
うなことを防止することができる。
【００１９】
図４は本発明の一実施形態による検査装置の操作指示に従って検体の検査を行う操作を説
明する表示画面例を使用したフローチャート、図５～図１８は操作指示を行っている表示
画面の例を示す図である。なお、図５～図１８において、図５、図９、図１２、図１４、
図１７に示す表示画面の例は、図３により説明した表示画面内の作業選択メニューの各メ
ニューに対応する表示画面の例であり、他の図に示す表示画面の例は、操作の詳細を指示
する補助情報の表示画面の例である。以下に説明するこれらの補助情報の表示画面の構成
は、標準的なものであり、ユーザ毎に検体容器に添附するバーコードの添附状態が異なる
場合があるので、ユーザ毎にカスタマイズしたものとすることができる。
【００２０】
次に、図５～図１８に示す表示画面の例を参照しながら図４に示すフローを説明する。
【００２１】
（１）緊急に検査を必要とする検体が発生して、操作に不慣れな医師、看護婦等が検査装
置を使用して検体の検査を行う場合、操作を行う医師等は、まず、表示装置に表示されて
いる図３により説明した初期画面３０１内の開始ボタン３０６を選択操作する。これによ
り、表示画面は、図５に示すような検体確認のための画面に移行する。
【００２２】
（２）図５に示す表示画面５０１の例は、検体を図１により説明したラック１にセットす
る前に検体を確認させるための表示画面の例であり、「検体の確認を行ってください」の
指示タイトル５０２と、検体の確認としての項目である、検体に貼付されているバーコー
ドを確認させる指示を示す略図５０３と、検体の内容を確認させる指示を示す略図５０４
と、確認した検体をラック１にセットさせる指示を示す略図５０５とが表示される。これ
らの指示を示す略図は、作業の概要を知らせることができるような図であり、これらの指
示の詳細を表示するアイコンとしても機能し、後述するように、詳細情報を説明する補助
情報の表示画面を呼び出すことができる。また、表示画面内には、次画面に移行するため
の次ボタン５０７が表示されると共に指示タイトル５０２の場所に音声出力ボタン５０６
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が表示される。この表示画面５０１は、検体確認のものであるため、作業選択メニューの
中の１検体確認のボタンは不活性となり、初期画面に戻るボタン３０３は活性化される。
【００２３】
そして、図３により説明した初期画面３０１内の開始ボタン３０６の選択操作により、図
５に示す画面に移行したとき、音声により検体の確認方法の詳細が各項目毎に説明される
。この表示画面だけで、検体の確認を済ませることができた医師、看護婦等の操作者は、
次ボタン５０７により依頼確認の操作のための表示画面に移行することができる。一方、
検体確認の詳細を知りたい場合、操作者は、アイコンとしても機能する指示を示す略図５
０３～５０５を選択操作することにより、それらの詳細を知ることができる。また、操作
者が音声出力ボタン５０６を選択操作すれば、再度、音声により検体の確認方法の詳細が
説明される。説明している本発明の実施形態は、操作の指示を行うメインウィンドウに、
検査のための作業方法の重要な情報である作業の概要の情報を表示するだけとして、視覚
的に判り易く過ちを低減することができるようにしている。また、サブウィンドウに詳細
な情報を表示することにより、経験の程度により情報の選択を可能として、詳細情報を音
声により伝えることにより作業者の視覚と聴覚とを利用して作業の正確さを向上させるこ
とができる。
【００２４】
（３）いま、図５に示す表示画面例の中の指示を示す略図５０３の部分が選択操作される
と、図６に示すような表示画面６０１に移行する。この表示画面６０１は、バーコードの
確認を行わせるものであり、検体のバーコードの有無、バーコードが正しい位置に正しく
貼付されているか否かの確認を行うように略図により指示している。また、具体的にどの
ように対応すればよいかを文章により説明している。この文章による説明により、操作者
は、正しくバーコードを検体に貼付することができる。そして、操作者が、閉じるボタン
６０２を操作すれば、表示画面は、図５に示す表示画面に戻る。
【００２５】
（４）また、図５に示す表示画面例の中の指示を示す略図５０４の部分が選択操作される
と、図７に示すような表示画面７０１に移行する。この表示画面７０１は、検体の内容を
確認させるものであり、セットする検体の種別が何であるか、例えば、生化学、凝固、血
液のどの検査を行うものであるかの確認を行うように略図により指示している。また、詳
細な説明を文章により説明している。このような図７に示す表示画面７０１により、操作
者は、検体の内容を確認することができる。そして、操作者が、閉じるボタン７０２を操
作すれば、表示画面は、図５に示す表示画面に戻る。
【００２６】
（５）さらに、図５に示す表示画面例の中の指示を示す略図５０５の部分が選択操作され
ると、図８に示すような表示画面８０１に移行する。この表示画面８０１は、図７に示す
画面で確認した検体の種別に従って、それに対応するラックに検体をセットさせる指示を
行う画面である。ここでは、検体の種別に対応する色のラックに検体をセットすることを
略図により指示している。また、検体の種別にに対応して具体的にどの色のラックに検体
をセットすればよいかを文章により説明している。この文章による説明により、操作者は
、正しく検体をラックにセットすることができる。そして、操作者が、閉じるボタン８０
２を操作すれば、表示画面は、図５に示す表示画面に戻る。
【００２７】
前述した図６～図８に示す画面例による指示においても、図５の場合と同様に音声による
指示を行うようにすることもできる。
【００２８】
（６）図５により説明した表示画面、あるいは、図６～図８により説明した表示画面の指
示により検体の確認を済ませることができた医師、看護婦等の操作者は、次ボタン５０７
を選択操作する。これにより、図９に示すような検体の依頼の内容を確認するための表示
画面９０１に移行する。この表示画面９０１は、検体を図１により説明したラック１にセ
ットした後、あるいは、セットする前に検体に貼付されたバーコードを読み取って、依頼
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の内容を確認させるための表示画面の例であり、「依頼内容の確認を行ってください」の
指示タイトル９０２と、検体に貼付されているバーコードを読み取らせる指示を示す略図
９０３と、読み取った依頼の内容を表示するウィンドウ９０４とが表示される。前述の指
示を示す略図９０３は、指示の詳細を表示するアイコンとしても機能し、後述するように
使用することができる。また、表示画面内には、次画面に移行するための次ボタン９０７
が表示されると共に指示タイトル９０２の場所に音声出力ボタン９０６が表示される。ま
た、ウィンドウ９０４の中には、依頼内容を確認したことを操作者が入力する確認ボタン
９０８と、依頼内容の一部が欠けている場合等に操作者が手での登録を開始することを入
力するマニュアル登録ボタン９０９とが表示される。この表示画面９０１は、依頼確認の
ものであるため、作業選択メニューの中の２依頼確認のボタンは不活性となる。
【００２９】
そして、図９に示す画面に移行したとき、音声により依頼内容の確認方法が説明される。
この表示画面だけで、依頼の内容の確認を済ませることができた医師、看護婦等の操作者
は、次ボタン９０７により検体セットの操作のための次の表示画面に移行することができ
る。一方、依頼内容の確認の詳細を知りたい場合、操作者は、アイコンとしても機能する
指示を示す略図９０３を選択操作することにより、それらの詳細を知ることができる。ま
た、操作者が音声出力ボタン９０６を選択操作すれば、再度、音声により依頼内容の確認
方法が説明される。
【００３０】
（７）図９に示す表示画面例の中の指示を示す略図９０３の部分が選択操作されると、図
１０に示すような表示画面１００１に移行する。この表示画面１００１は、検体に貼付さ
れたバーコードの読み取りの方法を指示すると共に、読み取った依頼の項目の確認を行わ
せる画面である。ここでは、バーコードの読み取りの方法を略図により指示している。ま
た、困った場合、例えば、依頼項目がない場合の対応方法が、文章により説明されている
。この文章による説明により、操作者は、検体のバーコードを正しく読み取って確認する
ことができる。そして、操作者が、閉じるボタン１００２を操作すれば、表示画面は、図
９に示す表示画面に戻る。
【００３１】
（８）図９に示す依頼内容を表示するウィンドウ９０４の中のマニュアル登録ボタン９０
９が選択操作されると、図１１に示すような表示画面１１０１に移行する。この表示画面
１１０１は、バーコードに記載されていない、あるいは、バーコードから読み取ることが
できなかった依頼内容を操作者が手で入力する画面であり、入力用のウィンドウ１１０２
が図９に示す表示画面の上に開かれて構成される。操作者は、この画面で、キーボード等
の入力装置から必要な情報の入力を行うことができ、入力後閉じるボタン１１０３を操作
すれば、表示画面は、図９に示す表示画面に戻る。入力された情報は、図９に示す表示画
面の依頼の内容を表示するウィンドウ９０４に反映される。
【００３２】
前述した図１０、図１１に示す画面例による指示においても、図９の場合と同様に音声に
よる指示を行うようにすることもできる。
【００３３】
（９）操作者が、図９に示す依頼内容を表示するウィンドウ９０４の中の依頼内容を確認
して確認ボタン９０８を選択操作した後、次ボタン９０７を選択操作すると、図１２に示
すような検体投入を行うための指示を行う表示画面１２０１に移行する。この表示画面１
２０１は、検体をセットしたラック１を検査装置に送り出すための操作を指示する表示画
面の例であり、「ラックをシステムに投入してください」の指示タイトル１２０２と、ラ
ックの投入方法の操作を示す略図１２０３と、次ボタン１２０４と、戻るボタン１２０５
とが表示される。前述の指示を示す略図１２０３は、指示の詳細を表示するアイコンとし
ても機能し、後述するように使用することができる。この表示画面１２０１は、検体投入
のものであるため、作業選択メニューの中の３検体投入のボタンは不活性となる。
【００３４】
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そして、図１２に示す画面に移行したとき、音声により検体の投入方法が説明される。こ
の表示画面だけで、依頼の内容の確認を済ませることができた医師、看護婦等の操作者は
、次ボタン１２０４により検査結果の確認のための次の表示画面に移行することができる
。一方、検体投入の操作の詳細を知りたい場合、操作者は、アイコンとしても機能する指
示を示す略図１２０３を選択操作することにより、それらの詳細を知ることができる。ま
た、操作者が音声出力ボタン１２０６を選択操作すれば、再度、音声により検体投入の方
法が説明される。さらに、操作者が戻るボタン１２０５を選択操作すれば、図９により説
明した依頼内容の確認の表示図面に戻ることができる。
【００３５】
（10）図１２に示す表示画面例の中の指示を示す略図１２０３の部分が選択操作されると
、図１３に示すような表示画面１３０１に移行する。この表示画面１３０１は、検体がセ
ットされたラックをシステムに投入する方法を指示する画面である。ここでは、ラックの
投入の方法を略図により指示している。また、投入の詳細な手順が、文章により説明され
ている。この文章による説明により、操作者は、正しく検体がセットされているラックを
正しく投入することができる。そして、操作者が、閉じるボタン１３０２を操作すれば、
表示画面は、図１２に示す表示画面に戻る。なお、ここでの指示についても、音声により
行うようにすることができる。
【００３６】
（11）図１２により説明した表示画面の指示により、あるいは、図１３により説明した表
示画面を参照して検体の投入を済ませることができた医師、看護婦等の操作者は、次ボタ
ン１２０４を選択操作する。これにより、図１４に示すような検体の検査結果を確認する
ための表示画面１４０１に移行する。なお、医師や看護婦等は、検査装置が置かれている
部屋とは異なる別の場所で検査結果を見ることができるようにすることもできる。この表
示画面１４０１は、検体を図１により説明した検査装置で検査を行った結果を確認させる
ための表示画面の例であり、「検査結果を確認してください」の指示タイトル１４０２と
、検査結果の確認を行わせる指示を示す略図１４０３と、検査結果の内容を表示するウィ
ンドウ１４０４とが表示される。前述の指示を示す略図１４０３は、指示の詳細を表示す
るアイコンとしても機能し、後述するように使用することができる。また、表示画面内に
は、次画面に移行するための次ボタン１４０７と、図１２により説明した前の表示画面に
戻るための戻るボタン１４０８が表示されると共に指示タイトル１４０２の場所に音声出
力ボタン１４０６が表示される。また、ウィンドウ１４０４の中には、検査結果の内容を
表示させる結果表示１４０５が表示される。この表示画面１４０１は、検体の検査結果確
認のものであるため、作業選択メニューの中の４結果確認のボタンは不活性となる。
【００３７】
そして、図１４に示す画面に移行したとき、音声により結果の確認方法が説明される。こ
の表示画面だけで、依頼の内容の確認を済ませることができた医師、看護婦等の操作者は
、次ボタン１４０７により検体投入の操作のための次の表示画面に移行することができ、
戻るボタン１４０８を選択操作すれば、図１２により説明した表示画面に戻ることができ
る。一方、検査結果の確認の方法を知りたい場合、操作者は、アイコンとしても機能する
指示を示す略図１４０３を選択操作することにより、それらの詳細を知ることができる。
また、操作者が音声出力ボタン１４０６を選択操作すれば、再度、音声により検査結果の
確認方法が説明される。
【００３８】
（12）図１４に示す表示画面例の中の指示を示す略図１４０３の部分が選択操作されると
、図１５に示すような表示画面１５０１に移行する。この表示画面１５０１は、検体の検
査結果の確認の方法を指示する画面である。ここでは、結果の確認を行うことを略図によ
り指示している。また、検査結果確認の方法が、文章により説明されている。この文章に
よる説明により、操作者は、正しく結果の確認を行うことができる。そして、操作者が、
閉じるボタン１５０２を操作すれば、表示画面は、図１４に示す表示画面に戻る。なお、
ここでの指示についても、音声により行うようにすることができる。
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【００３９】
（13）図１４に示す検査結果が出ていることを知らせるウィンドウ１４０４の中の結果表
示ボタン１４０５が選択操作されると、図１６に示すような表示画面１６０１に移行する
。この表示画面１６０１は、検査の結果を表示するウィンドウ１６０２が図１４に示す表
示画面の上に開かれて構成される。操作者は、この画面により検査結果を確認することが
できる。ウィンドウ１６０２の中には、検索ボタン１６０３、属性ボタン１６０４、報告
書印刷ボタン１６０５、HOST送信ボタン１６０６、閉じるボタン１６０７の各ボタンが表
示され、検索ボタン１６０３、属性ボタン１６０４、報告書印刷ボタン１６０５、HOST送
信ボタン１６０６の１つを選択操作することにより、それぞれの処理を実行することがで
きる。また、閉じるボタン１６０７を操作すれば、表示画面は、図１４に示す表示画面に
戻る。
【００４０】
（14）図１４により説明した表示画面の指示により、あるいは、図１５、図１６により説
明した表示画面を参照して検査結果の確認を済ませることができた医師、看護婦等の操作
者は、次ボタン１４０７を選択操作する。これにより、図１７に示すような処理の終了を
行うための表示画面１７０１に移行する。この表示画面１７０１は、検査装置での検査が
終了したので、表示画面を初期画面に戻して処理を終了させるための表示画面の例であり
、「作業完了です。処理を終了してください」の指示タイトル１７０２と、処理を終了さ
せる指示を示す略図１７０３と、検査完了ボタン１７０４とが表示される。前述の指示を
示す略図１７０３は、指示の詳細を表示するアイコンとしても機能し、後述するように使
用することができる。また、指示タイトル１７０２の場所に音声出力ボタン１７０６が表
示される。この表示画面１７０１は、作業完了のためのものであるため、作業選択メニュ
ーの中の５作業完了のボタンは不活性となる。
【００４１】
そして、図１７に示す画面に移行したとき、音声により作業完了の方法が説明される。こ
の表示画面だけで、作業完了の方法が判った医師、看護婦等の操作者は、検査完了ボタン
１７０４により図３により説明した初期画面に移行することができ、全ての処理を終了す
る。一方、作業完了の方法の詳細を知りたい場合、操作者は、アイコンとしても機能する
指示を示す略図１７０３を選択操作することにより、それらの詳細を知ることができる。
また、操作者が音声出力ボタン１７０６を選択操作すれば、再度、音声により検査結果の
確認方法が説明される。
【００４２】
（15）図１７に示す表示画面例の中の指示を示す略図１７０３の部分が選択操作されると
、図１８に示すような表示画面１３０１に移行する。この表示画面１８０１は、作業の完
了により処理を終了させる方法を指示する画面である。ここでは、処理の終了の方法を略
図により指示している。また、処理の手順が詳細な説明として、文章により説明されてい
る。この文章による説明により、操作者は、正しく処理を終了することができる。そして
、操作者が、閉じるボタン１８０２を操作すれば、表示画面は、図１７に示す表示画面に
戻る。また、検査完了ボタン１８０３を操作すれば、この表示画面から直接図３により説
明した初期画面に移行することができる。なお、ここでの指示についても、音声により行
うようにすることができる。
【００４３】
前述した本発明の実施形態による操作の指示は、作業選択メニューの中の作業の順番に行
われていくとして説明したが、表示画面に作業選択メニューが表示されているとき、任意
の作業を選択して、その作業の操作の指示を受けることができる。これは、医師、看護婦
等の検査装置の操作に不慣れな操作者であっても、慣れるに従って、幾つかの作業、確認
等についての指示を受けなくても間違えるようなことなく、処理を進めることができるよ
うになるからである。このような場合、操作者は、処理を効率的に行うことが可能となる
。
【００４４】
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【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、専門の検査技師が不在で、検査に不慣れな医師や看
護婦等による検査装置の操作が行われる場合に、操作ミスなく検査装置の操作を行うこと
ができるように操作の指示を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明が適用される検査装置の構成例を示す図である。
【図２】専門の検査技師が検査装置を操作する場合の表示装置に表示される初期画面の例
を説明する図である。
【図３】操作に不慣れな医師、看護婦等が検査装置を操作する場合の表示装置に表示され
る初期画面の例を説明する図である。
【図４】本発明の一実施形態による検査装置の操作指示に従って検体の検査を行う操作を
説明する表示画面例を使用したフローチャートである。
【図５】操作指示を行っている表示画面（その１）の例を示す図である。
【図６】操作指示を行っている表示画面（その２）の例を示す図である。
【図７】操作指示を行っている表示画面（その３）の例を示す図である。
【図８】操作指示を行っている表示画面（その４）の例を示す図である。
【図９】操作指示を行っている表示画面（その５）の例を示す図である。
【図１０】操作指示を行っている表示画面（その６）の例を示す図である。
【図１１】操作指示を行っている表示画面（その７）の例を示す図である。
【図１２】操作指示を行っている表示画面（その８）の例を示す図である。
【図１３】操作指示を行っている表示画面（その９）の例を示す図である。
【図１４】操作指示を行っている表示画面（その１０）の例を示す図である。
【図１５】操作指示を行っている表示画面（その１１）の例を示す図である。
【図１６】操作指示を行っている表示画面（その１２）の例を示す図である。
【図１７】操作指示を行っている表示画面（その１３）の例を示す図である。
【図１８】操作指示を行っている表示画面（その１４）の例を示す図である。
【符号の説明】
１　ラック
２　振り分け装置
２ａ　振分け装置ラック投入部
２ｂ、２ｃ　振分け装置内のラック
２ｄ、２ｅ　振り分け後のラック
３　ＩＤ読み取り手段
４　中央制御部
５、３４　搬送ライン
６ａ～６ｃ　ラック回転機構
７　血液検査装置
８　前処理装置
９、１０　分析装置内部の収納部
１１　搬送装置の収納部
１２　分析装置
４３ａ～４３ｄ　通信ケーブル
２０１、３０１　初期画面
２０２　タスクバー
２０３　迅速検査ナビゲーションアイコン
３０２　作業選択メニュー
３０３　初期画面に戻るボタン
３０４　ナビゲータ終了ボタン
３０５　タイトル
３０６　開始ボタン
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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